












教科書内容をさらに解説
授業スライド集

思考力・判断力を問う
テストプリント集
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提供方法： 
DVD（2 枚セット）、クラウド
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POWER 
POINT

コード番号 定価（本体）

549140 41,800 �� （38,000 円）

コード番号 定価（本体）

549150 22,000 �� （20,000 円）

● 教師用指導書データ（PDF）
● 教科書データ（txt、PDF、jpeg）
● 授業スライド集（pptx）　
● テストプリント集（txt）
● 準拠ノートデータ（txt）
● 年間指導計画・評価基準例（xlsx）

指導資料DVD-ROM

指導者用デジタル教科書 DVD-ROM

指導書内容以外
の DVD -ROM 
収録コンテンツ
は含みません。

※

指導書 DVD（クラウド配信＋DVD-ROM版） 教師用指導書（書籍版）
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[もダウンロードできます
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考

えるきっかけを動画で見
よ

う

MANZAI MOVIE

政治編１節
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012 １節　地方自治と国政
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部活動は、生徒がスポーツや文化芸術に親
した

しむ機会であり、活動を通じた人間関係づ

くりや、自己肯定感の向上につながるもの

として学校教育の一
いっ
環
かん
に位置づけられています。しかし、近年生徒数が減

少し、学校単位で部活動を維持することが難しくなってきた地域が増えて

きました。そのため運営を学校から切り離し、地域のNPOやスポーツク

ラブ、民間企業、競技団体などに任せる部
ぶ
活
かつ
動
どう
の地

ち
域
いき
移
い
行
こう
が全国の学校や

地域で進められています。

文部科学省では、中学校の運動部活動・文化部活動について2023年度か

ら25年度までの3年間を「改革推進期間」として設け、全国で実証事業を

進めています。まずは、「休日の部活動」から地域移行がスタートしており、

受皿となる事業者の運営体制や活動種目も徐
じょ
々
じょ
に広がりを見せています。

たとえば東京都渋谷区では、2021年10月に一般社団法人渋谷ユナイテッ

ドが設立され、区内8校の中学生を対象に、10以上の部活動を展開してい

ます。元日本代表の指導を受けられる「フェンシング部」や「デジタルク

リエイティブ部」、「料理・スイーツマスター部」、「ダンス部」など、民間

企業などとの連携により、従来の部活動にはなかった「やりたい活動」を

実現する場として多様な構成になっています。

他方、熊本県のある町の中学校バドミントン部は、NPO法人の総合型

地域スポーツクラブにより運営されていますが、指導を行うのは会社員を

定年退職した指導員一人しかいません。地元新聞社が熊本県45自治体に行っ

たアンケートでは、44自治体が指
し
導
どう
者
しゃ
の確

かく
保
ほ
を課題にあげています。指導

者や支援団体が少ない地方自治体からは、地域間格差がさらに拡大するこ

01

02

Prologue 学校単位の活動か、地域社会との連携か

学校生活の「部活動」が今、大きく変わろうとして
います。とくに中学校の部活動の運営を学校から切
り離し、地域のスポーツクラブやNPO、民間企業、
競技団体などに任せる「部活動の地域移行」の取り
組みが始まっています。この政策が進行すると、中
学校の部活動はどのように変わるのでしょうか。そ
のメリットとデメリットを考えてみましょう。

学校から地域へ、部活動の未来を考える

学校から切り離され
変わる部活動

01 	部活動の地域移行のしくみ

02 	料理・スイーツマスター部の活
動の様子

指導者

地域クラブ活動

民間事業者
大 学

スポーツ・文化
芸術団体

市
区
町
村

生徒生徒 生徒

◯◯
中学校

××
中学校

△△
中学校

私たちの日常生活に密接に関係する「地方自治体」と、
国全体の政策や方針を定める「政府」。私たちはこの
二つを通じて、政治とかかわっています。本節では、
地方自治と中央政府が、それぞれどのような役割を果
たしているのか、また議会と行政はどのようなしくみ
で運営されているのかについて考察します。

中学校の部活動の様子
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地方自治と国政

地
方
自
治
の

し
く
み

1-1
地方自治の本旨

地方自治は、民主主義の重要なしくみであり、

その本質は住民自身が直面する問題を解決し、

福祉を向上させることにあります。この考え方

は、19世紀のフランスの政治学者トックビルやイギリスの法学者ブライス 

の言葉、「地
ち
方
ほう
自
じ
治
ち
は民

みん
主
しゅ
主
しゅ
義
ぎ
の学

がっ
校
こう

」にもみて取ることができます。彼

らは、地方自治が一人ひとりの市民に政治参加を促
うなが

し、民主主義の価値を

身につける場となると考えました。

日本国憲法は、この地方自治の重要性を認識し、民主主義の基
き

盤
ばん

として

第8章で「地方自治」を規定しています。これは、明治期以降の中央集権

的な体制からの大きな転換点となりました。明治憲法の体制では、知事は

中央政府から任命される官
かん

吏
り

であり、市町村長もその指揮下にいましたが、

日本国憲法によって都道府県と市町村に自治権が与えられました。

地
ち
方
ほう
公
こう
共
きょう
団
だん
体
たい
（地

ち
方
ほう
自
じ
治
ち
体
たい
）が地方自治を行う主体であり、憲法92条に

より、地方自治の本
ほん

旨
し

にもとづいて組織と運営が法律で定められています。

地方自治法は、団体自治と住民自治の原則を取り入れています。団
だん
体
たい
自
じ
治
ち

は、地方公共団体が国の干
かん

渉
しょう

を排除し、自立した地方自治を行うことを意

味します。住
じゅう
民
みん
自
じ
治
ち

は、住民自身が地方政治に参加し、住民やその代表者

が政治を行うことです。

地方自治は、教育や医療、福祉、環境保全、インフラ整備などの重要な

サービスを提供しています。これらはすべて、住民一人ひとりがシ
civil
ビルミ

ニ
minimum
マムを享

きょう
受
じゅ

できるようにするためのものであり、地域住民のニーズに応

じて、福祉を実現し、地域の個性を生かした生活環境が実現されます。

●① ●②

➡p.042
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●③

地
ち
方
ほう
議
ぎ
会
かい

は、地方公共団体の意思決定を担
にな

う議決機関

で、議員は住民の選挙により選ばれます。おもな役割

は、地域に適した条
じょう
例
れい

の制定・改廃、予算の決定、お

よび決算の認定です。議員は、地方の政策について議論し、住民の声を反

映させることが求められます。

一方、首
しゅ
長
ちょう

は地方公共団体の執行機関であり、都道府県知事や市町村長

として活動します。彼らも住民の選挙で選ばれ、地方政策の実行・管理や

予算・議案の提出、条例の執行、地方公務員の人事や組織編成などを担当

します。首長は、地域のニーズに応じた効果的な施
し

策
さく

を実行することが求

められます。

地方議会と首長はそれぞれ住民の直接選挙により選ばれる二
に
元
げん
代
だい
表
ひょう
制
せい

と

いうしくみをもっています。互いに独立・対等な立場で協力し、権力の抑

制と均衡を図りながら地域の福祉向上に努めます。議会は首長に対して不
ふ

信
しん
任
にん
決
けつ
議
ぎ
権
けん

をもち、首長は不信任議決が可決された場合に限り議会解散権

を行使できます。また、首長は議会の議決した条例や予算について異
い

議
ぎ

が

ある場合、再
さい
議
ぎ

を求めることができます。

地方公共団体は、自治事務と法定受託事務を通

じて地域の福祉を実現します。自
じ
治
ち
事
じ
務
む

は地方

公共団体が独自に行う業務で、公園の整備や運

営、地域の文化施設やスポーツ施設の管理、ごみ処理やリサイクル施設の運

営、地域の教育施策や福祉サービスの提供などが含まれます。一方、法
ほう
定
てい
受
じゅ

託
たく
事
じ
務
む

は、国や都道府県が本来果たすべき役割にかかる事務のうち適正な

処理を特に確保する必要があるものをいい、児童手当や高齢者向け福祉サー

ビスの提供、運転免許証の交付や更新、土地登
とう

記
き

や不動産取引の手続、労働

基準法や建築基準法などの法令にもとづく監督・指導などがあげられます。

03

●④

01

●⑤

●⑥

地方議会と
首長の役割

地方公共団体の
業務

COLUMNCOLUMN

1.権限と責任：アメリカは連邦制国家であり、州政府は独自の憲法をもつことが許
されている。これにより、州は教育、医療、公安、税制などの分野で大きな自律
性と責任をもつ。一方、日本の都道府県と市町村は、国の法律にもとづいて機能
し、中央政府からの権限委譲が大部分を占める。つまり、アメリカの地方自治体
はより大きな自律性をもつ傾向にある。
2.三権分立：アメリカでは、各州で三権分立が確立しており、州知事、州議会、州
裁判所がそれぞれ独立して機能する。一方、日本の地方裁判所の裁判官は中央政
府により任命されるなど、国の司法権の下にある。
3.税制：アメリカの各州や地方自治体は、州税や地方税を自由に設定し、課税する
ことが可能である。一方、日本では、税制は国が設定し、地方税の種類や税率な
どは国の法律で規定されている。

日本も道州制を導入すべき？アメリカと日本の地方自治の違い

01 	二元代表制のしくみ

●③シビルミニマム　一人ひとりの市
民が保障されるべき最低限の生活水
準や権利を指す。地方自治体は市民
の生活に直結するサービスを行って
いるため、シビルミニマムの実現に
おいて中心的な役割を担

にな
っている。

●④条例　都道府県や市町村などの地
方公共団体が制定する法規のこと。
国の法律にくらべて、地方の特性や
ニーズに応じた柔軟な規制が可能で、
地方自治の根幹をなす。ただし国が
定める法律と整合することが求めら
れる。
●⑤不信任決議権　決議には議員定数
の３分の２以上の出席、議決には４
分の３以上の賛成が必要で、国会よ
り厳格な条件となっている。
●⑥再議　地方議会が議決した事項に
対して、首長が異議がある場合、議
会に再度審議と議決を求めることが
できる。議会が再度同じ議決をした
場合、首長はその決定に従う。

●① アレクシ・ド・トックビル（1805
～1859年）　主著『アメリカのデモク
ラシー』は、アメリカ社会と政治を
独自の視点で分析し、民主主義を肯
定的に描いた。

●②ジェームズ・ブライス（1838～1922
年）　著書『アメリカ共和国』『近代民
主政治』

首長
（執行機関）

議会
（議決機関）

行政サービス納 税

住 民

行 政

拒否権・解散権

不信任決議

LIBRARY

直
接
請
求 選

挙

直
接
請
求

選
挙

チェック 実施

選任同意

（p.018）
（p.018） そ

の
他
の
委
員
会

監
査
委
員
会

公
安
委
員
会

教
育
委
員
会

人
事
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

02 	地方公共団体の区分

普
通
地
方
公
共
団
体

都道府県

市
町
村

指定都市／人口50万人以上
の市の中から政令で指定

中核市／人口20万人以上の
市の申し出にもとづき政令
で指定

その他の市／人口5万人以
上

町村

特
別
地
方
公
共
団
体

特別区（東京都の23の区のこと）
※大都市の一体性及び統一性の確
保の観点から導入されている制度

地方公共団体の組合、財産区
※組合は二つ以上の自治体が共同
で事務を管理するために設置され
る（ごみ処理、上下水道、消防施
設など）。財産区は山林や墓地など
の公の施設を管理する法人のこと。

03 	地方公共団体の議員、首長の選
挙権と被選挙権

種類 選挙権 被選挙権

市区長
村長

18歳以上

25歳以上

都道府県
知事 30歳以上

市区町村・
都道府県

議会
25歳以上

① 地方自治と私たちの生活は、ど
のように関係しているだろう？
② 地方自治のしくみはどのような
ものだろう？

POINTPOINT
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1-5

衆議院と
参議院

日本の政治は国
こく
民
みん
主
しゅ
権
けん

にもとづきます。これは、国の

政治的な方針を決定する権限は国民にあるという原則

です。しかし、国民がすべての政治的決定に直接参加することは現実的に

は困難です。このため、日本国憲法は代
だい
表
ひょう
民
みん
主
しゅ
制
せい
（間

かん
接
せつ
民
みん
主
しゅ
制
せい
）を採用し

ており、国民が選挙で選んだ国会議員が政治的な決定を行います。

国会はこの代表民主制の中心となる機関であり、憲法41条によって「国
こっ

権
けん
の最

さい
高
こう
機
き
関
かん

」であるとともに「国
くに
の唯

ゆい
一
いつ
の立

りっ
法
ぽう
機
き
関
かん

」であるとされてい

ます。この「国権の最高機関」とは、国会が国民の意思をもっとも直接的

に反映する場であり、国の政治は国会を中心に進められるべきであるとい

う意味をあらわしています。

立法権を有
ゆう

する国会は、内閣の行政権、裁判所の司法権とともに三
さん
権
けん

 

の一つとされています。三権はそれぞれが独立して機能し、相互に抑制と

均
きん

衡
こう

の関係を維持することで、公権力の濫
らん

用
よう

を防ぐしくみです。このしく

みは第二次世界大戦後の日本国憲法の制定によって導入され、それまで天

皇に直属する行政府が中心であった明治憲法から大きく変わりました。中

でも国会は、法の支配という原則が強調され、ほかの国家機関よりも重要

な地位を占めています。

国会は二
に
院
いん
制
せい

を採用しており、衆
しゅう
議
ぎ
院
いん

と参
さん
議
ぎ
院
いん

から成り

立っています。衆議院議員の任期は4年ですが、解散に

よって任期満了前に終わることがあります。このしくみ

により、衆議院は社会情勢に応じた国民の意思が反映されやすい体制になっ

ています。一方、参議院議員の任期は6年で、解散がないため、長期的な

視点で安定した審議が可能です。これら二つの議会が協調して、日本の政

治は運営されています。

➡p.042

➡p.059
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●① 01

国会の役割
また議員たちは国民の代表者としての行動を保障する特権を有

ゆう
しており、

会期中の不
ふ
逮
たい
捕
ほ
特
とっ
権
けん

、院内での発言について院外で責任を問われない免
めん
責
せき

特
とっ
権
けん

、歳
さい
費
ひ
特
とっ
権
けん

が認められています。

日本の国会は、多くの重要な権限をもっています。法
ほう

律
りつ
案
あん
の議

ぎ
決
けつ

（59条）、予
よ
算
さん
の議

ぎ
決
けつ

（60条）、条
じょう
約
やく
の承

しょう
認
にん

（61条）、内
ない
閣
かく
総
そう
理
り
大
だい
臣
じん
の指

し
名
めい

（67条）、憲
けん
法
ぽう
改
かい
正
せい
の発

ほつ
議
ぎ

（96条）などがあ

ります。これらの権限は、原則両議院の一致により議決されます。ただし

法律案や予算、条約の承認、そして内閣総理大臣の指名にかんして両議院

の議決が一致しないとき両
りょう
院
いん
協
きょう
議
ぎ
会
かい

が開かれ、それでも合意しない場合は、

衆議院の決定が優先されると憲法で定められています。また予
よ
算
さん
の先

せん
議
ぎ
権
けん

、

内
ない
閣
かく
不
ふ
信
しん
任
にん
決
けつ
議
ぎ
権
けん

は衆議院の特有の権限で、これを衆
しゅう
議
ぎ
院
いん
の優

ゆう
越
えつ

といいま

す。これは、衆議院の方が任期が短く、解散もあり、より国民の意思をよ

り敏感に反映しているからです。

さらに、両議院は国政を幅広く調査する国
こく
政
せい
調
ちょう
査
さ
権
けん

（62条）をもってい

ます。国会はこの権限を使って、政府の政策や、予算の使い道、特定の事

件や問題について詳細な調査を行います。具体的には、国会は証
しょう

人
にん

喚
かん

問
もん

な

どを行い質疑を行ったり、文書や証拠を提出させたりすることができます。

裁判官を罷
ひ

免
めん

するか否
いな

かについて裁判するための弾
だん
劾
がい
裁
さい
判
ばん
所
しょ

も国会に設

けられています。議員自身も、議員の資格にかんする裁判権や議院規則を

制定する権限、議員を懲
ちょう

罰
ばつ

する権限などを有しています。

●②

●② ●②

06

03

04

●③

国
会
の
し
く
み
と

役
割

① 国会は憲法でどのように位置づ
けられているだろう？
② 国会に衆議院と参議院があるの
はなぜだろう？

POINTPOINT

法律案の
議決

参議院と意見が異なる場合、
または参議院が衆議院で可
決した法案を受け取って60
日以内に議決しない場合。
➡衆議院で出席議員の3分
の2以上の賛成で可決する。

予算の
先議権

予算案は衆議院で最初に審
議される。

予算の
議決

条約の
承認

内閣総理
大臣の
指名

参議院と意見が異なり、両
院協議会でも合意できない
場合。
または参議院が衆議院で可
決した議案を受け取って30
日以内に議決しない場合。
（内閣総理大臣の指名は10
日以内）
➡衆議院の議決が優先

内閣
不信任
決議

衆議院だけに権限があり、
これが可決されると内閣は
総辞職しなければならない。

03 	衆議院の優越

衆議院 参議院

465人 議員定数 248人

4年（解散あり） 任期
6年

（3年ごとに半数改選）

決議権あり
内閣不
信任案

決議権なし

25歳以上 被選挙権 30歳以上

小選挙区289人、
比例代表176人

選挙区
選挙区148人、
比例代表100人

01 	衆議院と参議院の違い

●① 二院制　二院制は、慎重な審議と、
幅広い民意を集約するという点にお
いて優れているが、その反面、審議
過程が複雑になり決定が遅くなる、
運営コストが高くなるなどの指摘も
ある。

国会の権限

●② 国会議員の特権　不逮捕特権は、
国会会期中は、議員が逮捕されずに
身体の自由を保障する特権（ただし、
現行犯は除く）。免責特権は、議員が
国会で行う発言や投票に対して法的
な責任を問われない特権。歳費特権
とは、議員がその職務を果たすため
に相当額の給与や手当が支払われる
特権。これらの特権は、議員が政治
的および経済的に自由に行動できる
ように設けられている。

02 	三権分立

内閣
（行政）

国会
（立法）

国民

裁判所
（司法）

弾
劾
裁
判

違
憲
審
査
権

最高裁判所長官の指名、
その他裁判官の任命

命令、規則、処分の違憲審査権

国
政
調
査
、
首
相
指
名
、

内
閣
不
信
任
決
議衆
議
院
の
解
散
、

国
会
の
召
集

選
挙

立
法

裁判
国民審査

行政

世論

04 	証人喚問の様子

05 	立法の過程

06 	両院協議会

※	予算や重要な法律案については、利害関係のある人、学者、
専門家などの意見を聞くために、公聴会が開かれる。

●③ 弾劾裁判所　裁判官が職務
上の義務に著

いちじる
しく違反したり、

怠
おこた
ったりした場合、または、裁
判官としての威信を著しく失う
べき非行があった場合に、国会
議員により訴追され、弾劾裁判
所で裁かれる。衆議院、参議院
それぞれ７名の国会議員が裁判
員として選任される。これまで
７名の裁判官が罷免されている
（うち４名はのちに法曹資格を
回復）。

可決

公
布
―
天
皇

議　

長

公聴会※

委
員
会

衆（参）議院
議　

長

公聴会※

委
員
会

参（衆）議院廃 

案

否
決

本
会
議

（通知）

（回付）

本
会
議

出席議員の3分の２以上の多数で再可決（衆議院）

成
　
　
　
　立

両院協議会 両院一致で再可決

法
律
案

内

閣

議

員

法
律
案

回付案可決

署
名
―
内
閣

可決

否決
修正可決

両院協議会必
要
的

両
院
協
議
会

（

（

任
意
的

両
院
協
議
会

（

（

・
条
約
の
承
認

　・
予
算

・	

内
閣
総
理
大
臣（
首
相
）	

の
指
名

法
律
案

成
　
　
　
　立

衆
議
院
の
請
求
ま
た
は

同
意
で
開
催

必
ず
開
催

・	首相の指名、
予算、条約
は衆議院の
議決による

・	法律案では
衆議院の出
席議員の3
分の２以上
で再可決

衆参各3分の２以上の出席

出席協議委員の3分の２以上で可決

協　議　委　員
衆議院から10人、参議院から10人

協議案成案 協議案できず

各議院で可決
（修正権なし）

両
議
院
の
意
見
が
不
一
致
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公共での学びを発展  「政治・経済」教科書

■ オリジナル漫画、漫才動画

教育図書 NEWSで
公民科に関する記事を配信中 !
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掲載教材についてご質
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経済とはなにか？
独占と寡占

市場経済では、競争が消費者に利益をもたらし、価格

は供給と需要のバランスから決定されます。しかし、

この市場メカニズムは万能ではなく「自由放任」にしておくとさまざまな

問題が生じる場合があり、それを市
し
場
じょう
の失
しっ
敗
ぱい

といいます。

市場における独
どく
占
せん

や寡
か
占
せん

が進むと、その企業は、みずからの業界で価
か
格
かく

先
せん
導
どう
者
しゃ
（プ

price maker
ライス・メーカー）として振る舞うことができ、価格を自由に

設定する力をもちます。これを管
かん
理
り
価
か
格
かく

といいます。しかし、この管理価

格は市場の需要と供給の変動に対して、価格の下方硬直性をもたらす可能

性があります。また、カ
cartel
ルテルやト

trust
ラスト、コ

concerns
ンツェルンのような企業間

の連合や協力は、競争を阻
そ

害
がい

し、価格を不適切に高め、消費者の利益を損
そこ

なうおそれがあります。独
どく
占
せん
禁
きん
止
し
法
ほう

は独占や寡占を防止し、公正な競争を

促進することを目的としており、日本では公
こう
正
せい
取
とり
引
ひき
委
い
員
いん
会
かい

がこれにもとづ

き監視し、規制する役割を果たしています。

外
がい
部
ぶ
経
けい
済
ざい

は、ある企業の生産活動がほかの企業

や個人に対して利益をもたらす場合を指します。

たとえば、ある企業が工業団地に進出すると、

その結果として地域内の商店街の集客が増え、地域経済が活性化する場合

などが外部経済の例です。一方で、外
がい
部
ぶ
不
ふ
経
けい
済
ざい

は、ある企業の生産活動が

ほかの企業や個人に対して不利益をもたらす現象を指します。工場の排ガ

スによる大気汚染は、近隣住民の健康を害
がい

する外部不経済となります。こ

れらの外部経済や外部不経済の影響は、通常の市場取引では適切に評価さ

れず、対価がつけられません。

また情
じょう
報
ほう
の非

ひ
対
たい
称
しょう
性
せい

も市場の効率性に大きな影響を与えます。たとえば、

自動車の購入において、販売者は車の状態についての情報を消費者よりも

詳しく知っています。この情報の不平等さが、消費者が最適な選択を行え

ない可能性を生むのです。

01

●①

●②

02

02

私
し
的
てき
財
ざい

は、一人が消費することでほかの人がそ

の利益を享
きょう

受
じゅ

できなくなる、つまり競合性と排

除性が存在するものを指します。たとえば、食料品は一度だれかが購入し

て消費すれば、ほかのだれもその食料品を消費できません。しかし、公
こう
共
きょう

財
ざい

については異なります。公共財は非
ひ
競
きょう
合
ごう
性
せい

と非
ひ
排
はい
除
じょ
性
せい

をもちます。非競

合性は、一人が利用してもほかの人の利用が妨
さまた

げられない、つまり多くの

人々が同時に享受できる特性を指します。たとえば、公園、公衆トイレ、

一般道路、警察、消防などは、一人が利用してもほかの人々がそれを同時

に利用することを妨げません。また利用料を徴
ちょう

収
しゅう

しようとした場合、一部

の人々が利用できなくなってしまい、その公共性が損
そこ

なわれてしまいます。

このため、公共財は市場メカニズムだけで適切に供給されることが難しく、

政府の介入や公的資金の投入が必要となることが多いのです。

●③

① 市場メカニズムが機能しない原
因はなんだろう？
② 公共財はなぜ市場で提供されな
いのだろう？

POINTPOINT

市
場
経
済
の

限
界

1-3

COLUMNCOLUMN

フランスでは、国民の安定した食生活のために、1978年
まで国民食ともいえるフランスパン（以下、バゲット）の
価格の上限を法律で規制していた。しかし、この国民のた
めの価格規制は大きな弊害を生んだとして撤廃されること
になった。バゲットの価格規制にはどのような弊害がある
のか、「余

よ
剰
じょう
」という概念を用いて考えてみよう。

【消費者余剰と生産者余剰】図1は、価格規制が実施され
る前のバゲットの需要曲線と供給曲線であり、バゲットは
均衡価格である200円で売買される。このとき、需要側では、
バゲット1本に200円以上を支払ってもよい、と考える消費
者がバゲットを購入する。たとえば、図1で点Aに位置す
る消費者は、バゲット1本に「300円までは支払ってもよい」
と考えているため、200円でバゲットを購入できれば、100
円分の「お買い得感」を感じることができるだろう。消費
者一人ひとりが商品の購入から感じる「お買い得感」の総
和は「消費者余剰」と呼ばれ、需要曲線と価格の間で囲ま
れた面積であらわされる。均衡価格（200円）でバゲット
の取引が行われるとき、消費者余剰は（ア）となる。
一方、供給側では、バゲット1本の生産費用を200円以下

におさえられるパン屋が、バゲットを販売する。たとえば、
図1で点Bに位置するパン屋はバゲット1本あたりの生産費
用が100円のため、均衡価格（200円）で販売すれば、100円の
利潤を獲得できるだろう。バゲッ
トの販売によって生産者が得る
利潤の総和は「生産者余剰」と呼
ばれ、供給曲線と価格との間で
囲まれた面積であらわされる。
均衡価格（200円）で売買される
とき、生産者余剰は（イ）となる。
このように、市場での取引は、
消費者にはお買い得感、生産者

には利潤という形で参加者に「幸福」をもたらす。市場参
加者が得る「幸福」の総和は、消費者余剰（ア）と生産者
余剰（イ）の和であらわされ、「社会的余剰」と呼ばれる。
【規制により値下げした場合】それでは、バゲットの上限
価格が「50円」に規制された場合、社会的余剰の大きさは
どうなるだろうか。供給側では、バゲット1本の生産費用
が50円よりも高いパン屋は、利潤を得ることができなくなる。
たとえば、先ほどのパン屋Bは、生産費用（100円）が価格（50
円）を上回るため、採算が取れずバゲットの生産を停止す
るだろう。価格規制により、消費者は50円という低価格で
バゲットを手に入れられるようになった一方、供給量が減
少した分バゲットを購入できる消費者は規制前よりも少な
くなってしまう。その結果、需要曲線と供給曲線で囲まれ
る社会的余剰は、図1よりも三角形（ウ）の部分だけ減少
することになる。つまり、バゲットの価格規制は市場から
生まれる「幸福」の総和をむしろ減少させてしまったので
ある。フランスでは、規制された価格で何とか利潤を得よ
うとパン屋が生産費用を無理に節約した結果、バゲットの
品質が低下したともいわれている。この事例から、市場が
正常に機能しているとき、「見えざる手」を無視した価格
規制は必ずしも人々を幸せにはしない、という教訓を得る
ことができるだろう。

余剰とは何か ―フランスパンの価格規制から学ぶ―

公共財と私的財

外部性と
情報の非対称性

●② 独占禁止法　独占・寡占の禁止、
カルテルの禁止などに加えて、事業
者が優越的地位を濫

らん
用
よう
して不当な条

件を強要する行為などを禁止している。
1997年の改正により持株会社に対す
る規制が緩和された。

●①カルテル、トラスト、コンツェルン　
「カルテル」は同業種の複数企業が競
争を避けるため、価格、生産量、販
路などで協定を結ぶこと。「トラスト」
は同業種の複数企業が合

がっ
併
ぺい
し、一つ

の企業となり市場を支配すること。「コ
ンツェルン」は株式の所有や融資な
どによって、他業種にわたり複数企
業を支配することで、戦前の財

ざい
閥
ばつ
な

どが該当する。

●③非競合性と非排除性　非競合性と
は、ある人が利用してもほかの人の
利用を妨げない財やサービスを指す。
非排除性とは利用料を払わない人（フ
リーライダー）を排除できない財や
サービスを指す。たとえば高速道路
は同時に多くの人が利用できるため
非競合性をもつが、利用料を払わな
い人を排除できるため非排除性をも
たない。したがって民営化された。
一方、たとえば消防は税金の支払い
の有

う
無
む
にかかわらず、だれもが救助

を求めることができるため、非競合
性と非排除性を兼ね備えている。

02 	外部経済と外部不経済

飲食店などが
繁盛

人が集まる

観光スポット
ができた！

外部不経済外部
経済

交通渋滞

ごみが増える 治安の悪化01 	日本の寡占市場の例（総務省2022
年資料）
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044 045３節　日本国憲法と人権
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① 「個人の尊重」とは具体的にどの
ようなものだろう？
② いまだ差別問題が解決しないの
はなぜだろう？

POINTPOINT

個
人
の
尊
重
と

平
等
権

日本国憲法と人権
日本国憲法の基本的人権を理解するためには、個

こ
人
じん

の尊
そん
重
ちょう
の原理に注目することが重要です。13条には

「すべて国民は、個人として尊重される」と明示さ

れており、これは各人の違いを認め、互いの個性と価値を等しく尊重しよ

うとする原理です。そして、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」

(13条)を有すると日本国憲法は定めています。これは個々の権利の根源に

個人の尊重と幸
こう
福
ふく
追
つい
求
きゅう
権
けん
があることをしめしています。

日本国憲法は、「すべて国民は、法の下
もと
に平等であっ

て、人種、信条、性別、社会的身分又は門
もん
地
ち
により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」（14条1項）と

明記し、法
ほう
の下
もと
の平

びょう
等
どう
を保障しています。さらに、憲法は貴族制度の禁止、

家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等、選挙権の平等、教育の

機会均等などを規定しています。しかし、現実には日本社会ではいまだに

さまざまな差別問題が存在します。

【アイヌ民族】アイヌの人々は、明治時代からの同化政策による差別や不

利益を受け続けてきました。しかし、1997年にアイヌ文化振興法が、2019

年にはアイヌ施策推進法が制定され、法律上でもアイヌを先住民族として

認知するようになりました。これにより、アイヌの人々の誇りと文化が社

会においてより一層尊重されるようになりました。

【部落差別】部落差別は、日本における長い歴史をもつ社会的差別です。

特定の部落に住む人々が歴史的背景や仕事の性質から差別され、多くの制

約や不利益を受けてきました。近年、日本政府や自治体は、被差別部落差

別の撤廃や啓発活動を行っており、部落差別解消推進法（2016年）などの

制定を通じて差別解消に取り組んでいます。

01

02

●①

【障がい者差別】障がい者の権利については、1993年に制定された障
しょう
害
がい
者
しゃ

基
き
本
ほん
法
ほう
により、障がい者の自立や社会参加への支援が行われるようになり

ました。さらに、2013年には障
しょう
害
がい
者
しゃ
差
さ
別
べつ
解
かい
消
しょう
法
ほう
が制定され、障がい者に対

する差別行為を禁止し、合理的配
はい
慮
りょ
の提供を求めています。障がい者の権

利はこれらの法律によって保護されており、自立と社会参加を促進してい

ます。

【男女平等】女性の権利向上のための取り組みを、日本社会は進めてきま

した。1985年には男
だん
女
じょ
雇
こ
用
よう
機
き
会
かい
均
きん
等
とう
法
ほう
が制定され、性別による雇用の差別

が禁止されました。さらに、1999年には男
だん
女
じょ
共
きょう
同
どう
参
さん
画
かく
社
しゃ
会
かい
基
き
本
ほん
法
ほう
が制定さ

れ、男女の対等な社会参画が目指されています。しかし、女性の社会進出

やリーダーシップの担当、賃金格差など、まだ課題も多く存在します。

【性的マイノリティー】性的マイノリティーの人々の権利については、近

年日本でも法制度上の配慮が進められていますが、まだ全面的な平等は達

成されていません。性的指向や性自認にもとづく差別は、人権侵害と認識

され、2023年にLGBT理
り
解
かい
増
ぞう
進
しん
法
ほう
が成立しました。日本では同性婚は認め

られていませんが、一部の自治体では同性パートナーシップ証明制度を導

入し、性的マイノリティーの人々のパートナーシップを社会的に認める動

きもあります。しかし、社会には、偏見や差別が根強く残っています。

【外国人の権利】日本に在
ざい
留
りゅう
する外国人の人権についても注目が集まって

います。一部の在留外国人は、言語の壁や文化的な違い、情報へのアクセ

ス不足などから、差別や不平等な扱いを受けることがあります。また就労

環境における問題も深刻で、とくに技能実習生や特定技能外国人労働者な

どの立場にある人々は、長時間労働、低賃金、不適切な生活環境などの問

題に直面していると報告されています。2016年、外国人に対する差別的な

言動を解消するために、ヘイトスピーチ解
かい
消
しょう
法
ほう
が施行されました。

●②

●③

➡p.093

●④

●⑤

➡p.093

法の下の平等

個人の尊重と
幸福追求権

01 	基本的人権にかんする憲法の規定

●①【判例】被差別部落地名公開訴訟
（2023年）　被差別部落の地名リスト
をインターネット上に掲載した出版
社に対し、東京高裁が公開や書籍出
版を禁止し、賠償も命じた。裁判所
は憲法の「個人の尊重」「法の下の平
等」に鑑

かんが
み、「人には差別を受けずに

平穏な生活を送る人格的利益があり、
法的に保護される」とし、地名の公
表はこの利益を侵害するとした。

02 	アイヌ民族
日本列島北部周辺、とりわけ北海道
に先住し、言語や宗教、文化の独自
性を有する先住民族である。アイヌ
施策推進法にもとづき人々の生活向上、
伝統文化の継承などの取り組みが進
められている。

●②【判例】障がい者入学拒否訴訟（1992
年）　進行性の筋ジストロフィー症を
患
わずら
っている中学生が公立の普通高校

への入学を希望した。十分な成績を
収めているにもかかわらず、障がい
を理由に入学を許可されず、少年は
これを不当として入学不許可処分の
取消しを求め、神戸地裁に訴えを起
こした。裁判所は原告の訴えを全面
的に認め、障がいを理由とし、教育
を受ける権利を侵害することは許さ
れないとした。この判決により障が
いのある児童生徒の教育機会の均等
が促進された。

●④LGBT理解増進法　レズビアン、ゲ
イ、バイセクシャル、トランスジェ
ンダーなどの性的指向および性自認
（ジェンダーアイデンティティ）を理
由とする不当な差別はあってはなら
ない、と基本理念に規定している。

●⑤【判例】大阪市ヘイトスピーチ条
例訴訟（2022年）　大阪市が2016年に
定めた「大阪市ヘイトスピーチへの
対処に関する条例」では、区域内で
ヘイトスピーチを行った者の氏名等
の公表をすることを定めている。こ
の条例に対して一部の市民が憲法の
「表現の自由」の侵害にあたるとして
訴えた。最高裁判所は「表現の自由
は無制限に保障されるものではなく、
公共の福祉による合理的で必要やむ
をえない限度の制限を受けることが
あるというべきである」として訴え
を退けた。

●③男女雇用機会均等法のおもな改正

1997年
改正

・採用、昇進の女性差別を
「努力義務」から「禁止」へ
・セクシュアル・ハラスメ
ント防止の配慮を義務化
・アファーマティブ・アク
ションへの国の援助
・違反に対し、企業名を公
表

2006年
改正

・妊娠、出産、産休取得、
その他の理由による解雇そ
の他不利益取扱いを禁止
・妊娠中、産後1年以内の
解雇は事業主の反証がない
限り無効
・セクシュアル・ハラスメ
ント防止の措置を義務化
・間接差別の一部禁止
・違反に対し、企業名を公
表し、過料

2016年
改正

妊娠・出産等に関する上司・
同僚による就業環境を害す
る行為に対する防止措置を
義務付け

COLUMNCOLUMN

平等という概念には、「形式的平等」と「実質的平等」という二つの側面がある。
形式的平等は、規則や制度がすべての人に対して同じ条件で適用されることを意味
する。しかし、一律に制度を適用することによってかえって格差が生じる場合もあ
る。実質的平等とは、その格差是正のために特定のグループに向けて積極的な支援
を行うなどし、結果の平等を達成しようとする考え方である。
たとえば、近年導入が進んでいる大学入試における女性枠の設定は実質的平等の考
えにもとづくものである。社会的な要因で大学進学の機会を得られにくい女性に対
して優遇措置を講じることで、はじめて平等になると考える。一方で、このような
優遇措置は形式的平等に反する。このように、二つの平等の概念は、同じ政策や法
律に対して異なる評価を導くことがあるため、どの種類の平等を基準にして、なに
を目指すのかを理解することが重要である。

平等とはなにか？ 形式的平等と実質的平等

平等権 個人の尊重（13条）、法の下の平等（14条）、両性の本質的平等（24条）、参政
権の平等（44条）

自由権

精神の自由 思想・信条の自由（19条）、信教の自由（20条）、集会・結社・
表現の自由（21条）、学問の自由（23条）

身体の自由
奴隷的拘束および苦役からの自由（18条）、法定手続の保障（31
条）、不法に逮捕されない権利（33条）、不法に抑留・拘禁されな
い権利（34条）、不法に住居侵入・捜索・押収されない権利（35条）

経済の自由 住居・移転および職業選択の自由（22条）、財産権（29条）

社会権 生存権（25条）、教育を受ける権利（26条）、勤労の権利（27条）、労働者の団
結権・団体交渉権・団体行動権（28条）

参政権
選挙権（15・44・93条）、公務員の選定・罷

ひ
免
めん
の権利（15条）、請願権（16条）、

最高裁判所長官の国民審査権（79条）、地方自治特別法の住民投票権（95条）、
憲法改正の国民投票権（96条）

国務請求権 国家賠償請求権（17条）、裁判を受ける権利（32条）、刑事補償請求権（40条）

国民の義務 普通教育を受けさせる義務（26条）、勤労の義務（27条）、納税の義務（30条）

※公共教科書
SIMULATION

「模擬裁判を
してみよう！」準拠

模擬裁判カード

手探りの公民探求に方法論を与える 1 冊

A5 判  128 ページ 
定価 2,200 円

（本体 2,000 円）

課題解決のための
ソーシャル・データ
サイエンス入門

データで深める公民探究

NEW

裁判を疑似体験するシナリオ型教材

NEW

も
っ
と

知り
たい！

身近な例を
入り口に

より大きな
概念へ

大学での学びを見通した知的好奇心を
刺激するコラムの数々
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